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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  
１ 【主要な経営指標等の推移】

平成20年度
第３四半期 
累計期間

平成20年度
第３四半期 
会計期間

平成19年度

(自平成20年
 ４月１日 
至平成20年 
  12月31日)

(自平成20年
 10月１日 
至平成20年 
  12月31日)

(自平成19年
 ４月１日 
至平成20年 
  ３月31日)

経常収益 百万円 68,383 23,158 83,663

経常利益 百万円 23,012 7,729 24,650

四半期純利益 百万円 13,637 4,577 ―

当期純利益 百万円 ― ― 13,830

持分法を適用した場合の
投資利益 

百万円 ─ ─ ─

資本金 百万円 ― 30,500 30,500

発行済株式総数 千株 ― 1,220 1,220

純資産額 百万円 ― 95,063 88,974

総資産額 百万円 ― 629,643 488,137

１株当たり純資産額 円 ― 77,881.15 72,930.25

１株当たり四半期純利益 
金額 

円 11,177.89 3,752.07 ―

１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― ― 11,808.84

潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額 

円 11,176.93 3,751.43 ―

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

円 ─ ― ─

１株当たり配当額 円 2,100 ─ 4,200

自己資本比率 ％ ― 15.09 18.23

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 58,780 ― 54,523

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △9,192 ― △43,307

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △7,686 ― 1,303

現金及び現金同等物 
の四半期末(期末)残高 

百万円 ― 309,178 267,277

従業員数 人 ― 308 290
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(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりません。 

２．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

３．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．第３四半期累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、「１ 四半期財務

諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

５．平成19年度の潜在株式調整後１株当たり純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

６．自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部合計で除して算出しておりま

す。 

７．当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)に

該当するため、第３四半期会計期間に係る損益関係指標については、「第５ 経理の状況」の「２ その他」

中、「(1) 第３四半期会計期間に係る損益計算書及び１株当たり四半期純損益金額等」の「① 損益計算書」

にもとづいて掲出しております。 

なお、第３四半期会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「② １株当たり四半期純損益金額

等」に記載しております。 
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当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、

関係会社についても、異動はありません。 

  

  

当第３四半期会計期間において、関係会社の異動はありません。 

  

  

当社の従業員数 

平成20年12月31日現在 

 
(注) １．従業員数は就業人員であります（役員、嘱託社員、派遣スタッフ、パート社員を除きます）。 

２．臨時従業員は[ ]内に、当第３四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 308人 [208人]
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第２ 【事業の状況】 

当第３四半期報告書は、最初に提出するものであるため、前第３四半期会計期間との対比は行っておりませ

ん。 

  

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載

しておりません。 

  

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の締結は行われておりません。 

  

以下の記載における将来に関する事項は、当第３四半期報告書提出日現在において当社が判断したもの

であります。 

(1)業績の状況 

①経営成績の分析 

当第３四半期会計期間におけるわが国の景気は大幅に悪化しております。海外経済の減速や為替円高

を背景に輸出が大幅に減少しているほか、雇用・所得環境が厳しさを増す中で個人消費が弱まってきて

いることから、企業収益は悪化を続けており、設備投資も大幅に減少しております。こうした中で、住

宅投資は、再び減少に転じたほか、公共投資も低調に推移しております。また、これら需要動向と在庫

調整圧力の高まりを反映し、生産の減少幅はさらに拡大しております。  

 この間、銀行業界は、企業の手許資金積上げの動きや直接調達からの振り替わりの動きを映じた資金

需要の高まりを受け、大企業向けを中心に貸出の伸びを高めているものの、収益環境は依然として厳し

く、更なる経営効率化や競争力強化が求められております。  

  

(当期間の経営成績) 

当第３四半期会計期間の経常収益は、利用件数の増加に伴いＡＴＭ受入手数料が増加したこと等か

ら、23,158百万円となりました。一方、経常費用は、第２世代ＡＴＭへの更新進捗に伴う減価償却費の

増加や、ＡＴＭ設置台数増加に伴うＡＴＭ設置支払手数料の増加等から増加したものの、全般的に抑制

を強めた結果、15,428百万円にとどめることができました。  

 以上の結果、経常利益は7,729百万円、四半期純利益は4,577百万円となりました。  

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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(ＡＴＭサービス) 

当第３四半期会計期間も提携先の拡大、サービスの拡充、さらにセブン＆アイＨＬＤＧＳ．グループ

内のほか、空港、駅、商業施設等、グループ外へのＡＴＭ設置等、ＡＴＭの利便性向上に努めてまいり

ました。この結果、平成20年12月末現在の提携金融機関数は561社（注）、ＩＣカード対応銀行はセブ

ン銀行を含む61行となりました。また、ＡＴＭ設置台数は13,510台になりました。この間の１日１台当

たりの平均利用件数は117.5件、総利用件数は144百万件と堅調に推移いたしました。  

  （注）ＪＡバンク及びＪＦマリンバンクについては、業態としてそれぞれ１つとしております。 

  

(セブン銀行口座） 

平成20年12月末現在、個人のお客さまの口座数は同年３月末比80千口座増加し661千口座、預金残高

は同207億円増加し1,131億円となりました。そのうち、普通預金は同107億円増加し775億円、定期預金

は同100億円増加し356億円となりました。 

  

②財務状態に関する分析 

(資産) 

総資産は、前事業年度末に比べ141,506百万円増加し629,643百万円となりました。  

 そのうちＡＴＭ運営のために必要な現金預け金が同41,901百万円増加し309,178百万円となっており

ます。また、コールローン残高が同48,000百万円増加し76,000百万円、主に為替決済、日本銀行当座貸

越の担保として保有する有価証券残高が同1,097百万円増加し98,946百万円、提携金融機関との一時的

な立替金であるＡＴＭ仮払金が同49,164百万円増加し102,444百万円となりました。  

  

(負債) 

負債合計は、前事業年度末に比べ135,418百万円増加し534,580百万円となりました。  

 そのうち預金残高（譲渡性預金を除く）は同89,331百万円増加し259,880百万円、譲渡性預金は同

33,810百万円増加し82,400百万円、借用金残高は同15,500百万円増加し80,500百万円、社債残高は同

15,000百万円減少し60,000百万円となりました。  

  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べ6,088百万円増加し95,063百万円となりました。  

 これは、当第３四半期累計期間の四半期純利益を計上する一方で、剰余金の配当を実施したことによ

り、利益剰余金が同5,951百万円増加したことを主因とするものであります。 
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③国内業務部門収支 

当第３四半期会計期間の資金運用収支は△495百万円、役務取引等収支は20,563百万円、その他業

務収支は△9百万円となりました。 

  

 
(注) 国際業務部門の収支はありません。また、特定取引収支はありません。 

  

種類 期別 金額（百万円）

資金運用収支 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 △495

 うち資金運用収益 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 232

 うち資金調達費用 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 728

役務取引等収支 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 20,563

 うち役務取引等収益 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 22,911

 うち役務取引等費用 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 2,347

その他業務収支 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 △9

 うちその他業務収益 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 0

 うちその他業務費用 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 9
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④国内業務部門役務取引の状況 

当第３四半期会計期間の役務取引等収益は、ＡＴＭ関連業務22,105百万円及び為替業務132百万円

等により合計で22,911百万円となりました。役務取引等費用は、支払為替手数料を含めて2,347百万

円となりました。 

  

 
(注) 国際業務部門の役務取引はありません。 

  

種類 期別 金額(百万円)

役務取引等収益 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 22,911

 うち預金業務 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 12

 うち為替業務 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 132

 うちＡＴＭ関連業務 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 22,105

役務取引等費用 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 2,347

 うち為替業務 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 59

 うちＡＴＭ関連業務 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 2,284
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⑤国内業務部門預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

  

 
(注) １ 国際業務部門の預金残高はありません。 

２ 流動性預金＝普通預金 

３ 定期性預金＝定期預金 

  

⑥国内業務部門貸出金残高の状況 

該当事項はありません。 

  

種類 期別 金額(百万円)

預金合計 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 259,880

 うち流動性預金 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 209,958

 うち定期性預金 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 49,284

 うちその他 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 636

譲渡性預金 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 82,400

総合計 
前第３四半期会計期間 ―

当第３四半期会計期間 342,280
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物は、309,178百万円となりました。各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

当第３四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加額40,468百万円、

譲渡性預金の増加額24,550百万円及び借用金の増加額15,500百万円等の増加要因が、ＡＴＭ未決済資金

の増加額38,115百万円及び社債の減少額15,000百万円等の減少要因を上回ったことにより、31,530百万

円の収入となりました。 

当第３四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支

出1,896百万円及び無形固定資産の取得による支出1,116百万円等により、3,033百万円の支出となりま

した。 

当第３四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、剰余金の配当2,562百万円に

より2,562百万円の支出となりました。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた問題はありません。 

  

(4) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

当第３四半期会計期間において、第２四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

 また、当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。 

  

１ 主要な設備の状況

２ 設備の新設、除却等の計画
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,880,000

計 4,880,000

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,220,000 1,220,000
ジャスダック
証券取引所

完全議決権株式であり、株主と
しての権利内容に制限のない、
標準となる株式。 
単元株制度は採用していない。

計 1,220,000 1,220,000 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

(イ)平成20年６月18日第７回定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議 

第３四半期会計期間末現在 
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 184

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個) 

―

新株予約権の目的となる株式の種類 
 普通株式（完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式。単元株制度は採用していない。）

新株予約権の目的となる株式の数(株) 184

新株予約権の行使時の払込金額 
 株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに新株予約権の目的と
なる株式数を乗じた金額とする。 

新株予約権の行使期間 平成20年８月13日～平成50年８月12日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

・発行価格                １株当たり236,480円
・資本組入額               １株当たり118,240円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日
 間に限り、新株予約権を行使することができる。 
２．新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することが 
 できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件 
  は、下記３の契約に定めるところによる。 
３．その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予 
 約権者との間で締結する「新株予約権割当て契約」に定めるところ 
 による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要
するものとする。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、
新設分割、株式交換または株式移転（以下、総称して「組織再編成行
為」という）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点
において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式
会社（以下「再編成対象会社」という）の新株予約権を、以下の条件
に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株
予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対
象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。 
１．交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
  組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約 
 権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ 
 交付するものとする。  
２．新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
  再編成対象会社の普通株式とする。 
３．新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
  組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき 
 合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる１株 
  未満の端数は切り捨てるものとする。 
４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
  交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、 
  組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編成後の行使価 
 額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とす 
  る。 
５．新株予約権を行使することができる期間 
   「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使する 
 ことができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちい 
 ずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが 
 できる期間の満了日までとする。 
６．譲渡による新株予約権の取得の制限 
  譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締 
 役会の決議による承認を要するものとする。 
７．新株予約権の行使の条件 
  「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。 
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 (注)１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下、「付与株式数」といいます）は、１株とします。 

２．当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと 

します。 

      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下、総称して「合併等」といいます）を行う 

場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株 

式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、

以上までの調整により生じる１株未満の端株は切捨てるものとします。 

  

(ロ)平成20年６月18日 取締役会決議 

第３四半期会計期間末現在 
(平成20年12月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

８．再編成対象会社による新株予約権の取得事由  
  以下に準じて決定する。  
 （１）当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権  
   利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なく  
      なった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得  
   することができるものとする。  
 （２）当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合  
   （株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされ  
   た場合）は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で  
   取得することができるものとする。  
   ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案  
   ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承  
     認の議案  
   ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画  
     承認の議案  
  （３）新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合 
   当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

第３四半期会計期間末現在 
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 21

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個) 

―

新株予約権の目的となる株式の種類 
 普通株式（完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式。単元株制度は採用していない。）

新株予約権の目的となる株式の数(株) 21

新株予約権の行使時の払込金額 
 株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに新株予約権の目的と
なる株式数を乗じた金額とする。 

新株予約権の行使期間 平成20年８月13日～平成50年８月12日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額 

・発行価格                １株当たり236,480円
・資本組入額               １株当たり118,240円 

新株予約権の行使の条件 １．新株予約権者は、執行役員の地位を喪失した日（新株予約権者が
 当社の取締役に就任した場合は取締役の地位を喪失した日）の翌日 
 以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 
２．新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することが 
 できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件 
 は、下記３の契約に定めるところによる。 
３．その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予 
 約権者との間で締結する「新株予約権割当て契約」に定めるところ 
 による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要
するものとする。 

代用払込みに関する事項 ―

─ 14 ─



 
 (注)１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下、「付与株式数」といいます）は、１株とします。 

２．当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと  

します。  

      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率  

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下、総称して「合併等」といいます）を行う  

場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株  

式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、

以上までの調整により生じる１株未満の端株は切捨てるものとします。 

  

第３四半期会計期間末現在 
(平成20年12月31日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、
新設分割、株式交換または株式移転（以下、総称して「組織再編成行
為」という）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点
において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式
会社（以下「再編成対象会社」という）の新株予約権を、以下の条件
に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株
予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対
象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。 
１．交付する再編成対象会社の新株予約権の数 
  組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約 
 権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ 
 交付するものとする。  
２．新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 
  再編成対象会社の普通株式とする。 
３．新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 
  組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき 
 合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる１株 
 未満の端数は切り捨てるものとする。 
４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
  交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、 
 組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編成後の行使価 
 額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とす 
 る。 
５．新株予約権を行使することができる期間 
 「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使する 
 ことができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちい 
 ずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが 
 できる期間の満了日までとする。 
６．譲渡による新株予約権の取得の制限 
  譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締 
 役会の決議による承認を要するものとする。 
７．新株予約権の行使の条件 
  「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。 
８．再編成対象会社による新株予約権の取得事由 
  以下に準じて決定する。 
 （１）当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権 
   利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なく 
   なった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得 
   することができるものとする。 
 （２）当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合 
   （株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされ 
   た場合）は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で 
   取得することができるものとする。 
   ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
   ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承 
     認の議案 
   ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画 
     承認の議案 
 （３）新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合 
   当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。 
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(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

  

(6) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。 

① 【発行済株式】 

平成20年９月30日現在 

 
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が２個含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

   該当事項はありません。 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成20年12月31日 ― 1,220 ― 30,500,000 ― 30,500,000

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─ 

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─ 

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─ 

完全議決権株式(自己株式等) ─ ― ─ 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

1,220,000 
1,220,000

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

単元未満株式 ─ ― ─ 

発行済株式総数 1,220,000 ― ―

総株主の議決権 ― 1,220,000 ―

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
４月 ５月

 
６月 ７月 ８月 ９月 10月

 
11月 12月

最高(円) 227,000 212,000 241,000 277,000 282,500 294,000 309,000 359,000 364,000

最低(円) 187,000 187,000 198,000 227,000 244,500 260,000 250,000 282,900 316,000
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

１．当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債

の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しておりま

す。 

  

２．当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会

社）に該当するため、当第３四半期会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）に係る損益の

状況及び１株当たり四半期純損益金額等については、「２ その他」に記載しております。 

  

３．当第３四半期累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）は、四半期財務諸表の作成初年度

であるため、前第３四半期累計期間との対比は行っておりません。 

  

４．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期累計期間（自平成20年４月

１日 至平成20年12月31日）の四半期財務諸表について、あずさ監査法人の四半期レビューを受けており

ます。 

  

５．当社は子会社等がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。           
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 309,178 267,277

コールローン 76,000 28,000

有価証券 98,946 ※1  97,849

前払年金費用 114 118

未収収益 8,405 7,246

ＡＴＭ仮払金 102,444 53,280

その他資産 1,218 ※1  1,051

有形固定資産 ※2  17,701 ※2  17,212

無形固定資産 14,698 14,794

繰延税金資産 1,017 1,373

貸倒引当金 △81 △67

資産の部合計 629,643 488,137

負債の部   

預金 259,880 170,548

譲渡性預金 82,400 48,590

コールマネー － 1,700

借用金 80,500 65,000

社債 60,000 75,000

ＡＴＭ仮受金 31,307 21,238

その他負債 20,413 15,240

賞与引当金 79 245

役員退職慰労引当金 － 270

リース解約損失引当金 － 1,328

負債の部合計 534,580 399,162

純資産の部   

資本金 30,500 30,500

資本剰余金 31,739 31,739

利益剰余金 32,706 26,755

株主資本合計 94,945 88,994

その他有価証券評価差額金 69 △19

評価・換算差額等合計 69 △19

新株予約権 48 －

純資産の部合計 95,063 88,974

負債及び純資産の部合計 629,643 488,137
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

経常収益 68,383

資金運用収益 701

（うち有価証券利息配当金） 463

役務取引等収益 67,567

（うちＡＴＭ受入手数料） 65,150

その他業務収益 10

その他経常収益 104

経常費用 45,371

資金調達費用 2,155

（うち預金利息） 401

役務取引等費用 6,924

（うちＡＴＭ設置支払手数料） 6,428

（うちＡＴＭ支払手数料） 265

その他業務費用 80

営業経費 36,142

その他経常費用 ※1  68

経常利益 23,012

特別利益 25

リース解約損失引当金戻入益 25

特別損失 23

固定資産処分損 23

税引前四半期純利益 23,014

法人税、住民税及び事業税 9,082

法人税等調整額 295

法人税等合計 9,377

四半期純利益 13,637
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 23,014

減価償却費 11,168

貸倒引当金の増減（△） 14

リース解約損失引当金の純増減（△） △1,328

資金運用収益 △701

資金調達費用 2,155

有価証券関係損益（△） 74

固定資産処分損益（△は益） 23

預金の純増減（△） 89,331

譲渡性預金の純増減（△） 33,810

借用金の純増減（△） 15,500

コールローン等の純増（△）減 △48,000

コールマネー等の純増減（△） △1,700

普通社債発行及び償還による増減（△） △15,000

ＡＴＭ未決済資金の純増（△）減 △39,095

資金運用による収入 777

資金調達による支出 △2,226

その他 △385

小計 67,432

法人税等の支払額 △8,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,780

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △211,121

有価証券の償還による収入 214,400

有形固定資産の取得による支出 △9,021

無形固定資産の取得による支出 △3,449

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,192

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △7,686

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,686

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,901

現金及び現金同等物の期首残高 267,277

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  309,178
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

  

 
  

【簡便な会計処理】 

  

 
  

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

  会計処理基準に関する事項 

  の変更 

(1)リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平

成20年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに

伴い、第１四半期会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しておりま

す。 

 当第３四半期累計期間においては、所有権移転外ファイナンス・リース

取引を新たに行っておりませんので、四半期財務諸表に与える影響はあり

ません。 

なお、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する事業年度に属

する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。 

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

１．減価償却費の算定方法  定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費

の額を期間按分する方法により算定しております。 

  

２．貸倒引当金の計上方法  「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で個別の

予想損失額を引き当てている債権等以外の債権に対する貸倒引当金につき

ましては、中間会計期間末の予想損失率を適用して計上しております。 

  

３．税金費用の計算  法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりま

すが、納付税額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高

い項目に限定して適用しております。 

  

４．繰延税金資産の回収可能 

性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生状況

について中間会計期間末から大幅な変動がないと認められるため、当該中

間会計期間末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プラ

ンニングの結果を適用しております。 
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【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日)

前事業年度末 
(平成20年３月31日)

 １．担保に供している資産    

 当社の事業の運営において重要なものであり、か

つ、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認め

られるものはありません。 

※１．担保に供している資産 

 為替決済、日本銀行当座貸越取引の担保として、

有価証券92,027百万円を差し入れております。ま

た、その他資産のうち保証金は587百万円です。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

                17,064百万円

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

                 9,506百万円

 

───── 

 

 ３．貸出コミットメント契約の締結 

 取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。この契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

 

貸出コミットメントの総額 15,000百万円

借入実行残高    ─

差引額 15,000百万円

 

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

※１．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額14百万円

を含んでおります。 

 

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(単位：百万円)

平成20年12月31日現在 

 

現金預け金勘定 309,178

現金及び現金同等物 309,178
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(株主資本等関係) 

  
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(単位：千株) 

 
(注) 自己株式は存在いたしません。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  

 
(注) 自己新株予約権は存在いたしません。 

  

３．配当に関する事項 

 (1) 当第３四半期累計期間中の配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期 

    間の末日後となるもの 

   該当事項はありません。 

  

 ４．株主資本の著しい変動に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

当第３四半期 
会計期間末株式数

発行済株式 

 普通株式 1,220 

合計 1,220 

区分
新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的
となる株式の数(株)

当第３四半期会計
期間末残高(百万円)

当社 ─ ─ 48

合計 ───── 48

決 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
金額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月29日 
取締役会 

普通株式 5,124 4,200 平成20年３月31日 平成20年６月２日 利益剰余金

平成20年11月６日 
取締役会 

普通株式 2,562 2,100 平成20年９月30日 平成20年12月１日 利益剰余金
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(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係） 

  

   当第３四半期会計期間末 

満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるもので、当社の事業の運営

において重要なものであり、かつ、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められるものはあり

ません。 

  

(金銭の信託関係) 

  

   当第３四半期会計期間末 

     該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

   当第３四半期会計期間末 

当社の事業の運営において重要なものであり、かつ、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認

められるものはありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

  

   当第３四半期会計期間 

    該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

  

   当第３四半期累計期間 

    該当事項はありません。 

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成

20年３月31日までの事業年度に属する取引について、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりま

す。このうち、第２世代ＡＴＭへの入替えのために従来

のリース取引を契約期間終了前に解約しているものがあ

ります。このため、当第３四半期会計期間末におけるリ

ース取引残高が前事業年度末に比べて著しく減少してお

ります。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 (借主側) 

・前事業年度末における未経過リース料残高相当額 

 

１年以内 1,080百万円

１年超 388 〃

合計 1,468百万円
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(１株当たり情報) 

  

１．１株当たり純資産額 

  

 
  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

  

 
  
 (注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおり

であります。 

 
  

(重要な後発事象) 

  

   該当事項はありません。 

  

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末 
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 円 77,881円15銭 72,930円25銭

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日   
至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金
額 

円 11,177円89銭

潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益金額 

円 11,176円93銭

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 

   至 平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

四半期純利益 百万円 13,637

 普通株主に帰属しない
金額 

百万円 ─

普通株式に係る四半期
純利益 

百万円 13,637

普通株式の期中平均株
式数 

千株 1,220

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

四半期純利益調整額 百万円 ─

普通株式増加数 千株 0

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額
の算定に含めなかった潜
在株式で、前事業年度末
から重要な変動があった
ものの概要 

─
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(1) 第３四半期会計期間に係る損益計算書及び１株当たり四半期純損益金額等 

 当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う

会社）に該当するため、第３四半期会計期間に係る損益計算書及び１株当たり四半期純損益金額等につ

いては、四半期レビューを受けておりません。 

① 損益計算書 

（単位：百万円） 

 
  

 
  

２【その他】

当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

経常収益 23,158

 資金運用収益 232

 （うち有価証券利息配当金） 144

 役務取引等収益 22,911

 （うちＡＴＭ受入手数料） 22,105

 その他業務収益 0

 その他経常収益 14

経常費用 15,428

 資金調達費用 728

 （うち預金利息） 127

 役務取引等費用 2,347

 （うちＡＴＭ設置支払手数料） 2,199

 （うちＡＴＭ支払手数料） 85

 その他業務費用 9

 営業経費 12,319

 その他経常費用 ※１ 23

経常利益 7,729

特別利益 25

 リース解約損失引当金戻入益 25

特別損失 12

 固定資産処分損 12

税引前四半期純利益 7,743

法人税、住民税及び事業税 2,843

法人税等調整額 322

法人税等合計 3,166

四半期純利益 4,577

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日  
  至 平成20年12月31日)

※１．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額13百万円

を含んでおります。 
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② １株当たり四半期純損益金額等 

  

 
  
 (注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおり

であります。 

 
  

(2) その他 

   中間配当 

 平成20年11月６日開催の取締役会において、平成20年９月30日を基準日とする剰余金の配当

（第８期の中間配当）につき、次のとおり決議しました。 

  

    中間配当金額       2,562百万円 

    １株当たりの中間配当金  2,100円 

  

当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日  
 至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金
額 

円 3,752円07銭

潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益金額 

円 3,751円43銭

当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日  
  至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額

四半期純利益 百万円 4,577

 普通株主に帰属しない
金額 

百万円 ─

普通株式に係る四半期
純利益 

百万円 4,577

普通株式の期中平均株
式数 

千株 1,220

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

四半期純利益調整額 百万円 ─

普通株式増加数 千株 0

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額
の算定に含めなかった潜
在株式で、前事業年度末
から重要な変動があった
ものの概要 

─
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該当事項はありません。 
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平成21年２月10日

株式会社セブン銀行 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社セブン銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第８期事業年度の第３四半期累計期間

(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半

期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

  

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セブン銀行の平成20年12月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小澤 陽一    ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮田 世紀    ㊞ 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年２月12日 

【会社名】 株式会社セブン銀行 

【英訳名】 Seven Bank, Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安齋 隆 

【最高財務責任者の役職氏名】 － 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号) 

  

─ 31 ─



当社代表取締役社長 安齋 隆は、当社の第８期第３四半期(自 平成20年10月１日 至 平成20年12

月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたし

ました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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